
番号  CAS番号   物質名   
特定夢十種  

指定化学物質   

261  27355－22－2   
四・五・六・セーテトラクロロイソベンゾフランーー（三H）－オン（別名 フ  

サライド）   

262  テトラクロロジフルオロエタン（別名CFC－－一二）  
263  ‖8－75－2  二・三・五・六－テトラクロローバラーベンゾキノン  

264  11070－44－3  テトラヒドロメテル無水フタル酸  
二・三一五一六－テトラフルオロー四－メチルベンジル＝（Z）一三－（ニー  

265  79538－32－2        クロロー三一三・三一トリプルオローーープロペニル）一二・ニージメチル  

シクロプロパンカルポキシラート（別名テフルトリン）   

三・七・九t一三－テトラメチルー五・－－－ジオキサーニ・八・一四－トリ  
266  59669－26－0        チアー四・七・九・一ニーテトラアザペンタデカ一三1－ニージエンー六・  

－○－ジオン（別名 チオジカルブ）   

267  137－26－8  テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チラウム又はチラム）  
三■七・－－・－ 

268  505－32－8   
五－テトラメチルーーーヘキサデセン一三－オール（別  

名 イソフィトール）   

269  100－2「ト0  テレフタル酸  
270  120－6「ト6  テレフタル酸ジメチル  
271  銅水溶性塩（錯塩を除く。）  

272  112－53－8  －－ドデカノール（別名 ノルマルードデシルアルコール）  
273  25103－58－6  ターシャリードデカンチオール  
274  151－21－3  ドデシル硫酸ナトリウム  
275  112－57－2  三・六・九－トリアザウンデカンーー・一－－ジアミン  

276  12トー44－8  トリエチルアミン  
277  112－24－3  トリエチレンテトラミン  
278  71－55－6   －・－t－－ トリクロロエタン  
279  79－00－5   －・－・ ニートリクロロエタン  

280  79－01－6   トリクロロエチレン  
281  76－03－9   トリクロロ酢酸  
282  108－77－0  二・四・六－トリクロローー・三・五－トリアジン  
283  トリクロロトリフルオロエタン（別名CFC－－一三）  

284  76－06－2   トリクロロニトロメタン（別名クロロビクリン）  

285  55335－06－3  （三・五・六一トリクロローニービリジル）オキシ酢酸（別名トリクロビル）  
286  88－06－2   二・四・六一トリクロロフェノール  
287  75－69－4   トリクロロフルオロメタン（別名CFC－－－）  
288  96－18－4   －・・－ 二三トリクロロブロバン  
289  トリクロロベンゼン  

－・三・五一トリス（二・三一エポキシブロピル）－－・三・五－トリアジンー  
290  2451－62－9        二・四・六（－H・三H・五H）－トリオン   

291  102－82－9  トリプチルアミン  
アルファ・アルファ・アルファートリフルオローニ・六－ジニトローN・N－ジ  

292  1582－09－8        プロピルーP－トルイジン（別名トリフルラリン）   

293  118－79－6  二・四・六－トリブロモフェノール  
294  3452－97－9  三・五・五－トリメチルーーーヘキサノール  
295  95－63－6   ー・ 二・四－トリメチルベンゼン  

296  108－67－8  －・三・五－トリメチルベンゼン  
297  26471－62－5  トリレンジイソシアネート  

298  トルイジン  

299  108－88－3  トルエン  
300  25376－45－8  トルエンジアミン  
301  91－20－3   ナフタレン  
302  3173－72－6  －・五－ナフタレン＝ジイソシアナート  

303  7439－92－1  ゾ＼      【コ   

304  鉛化合物   ○   
305  7699－43－6  二塩化酸化ジルコニウム  
306  7440－02－0  ニッケル  
307  ニッケル化合物   ○   
308  139－13－9  ニトリロ三酢酸  
309  91－23－6   オルトーニトロアニソール  
310  88－74－4   オルトーニトロアニリン  
311  55－63－0   ニトログリセリン  
312  100－00－5  パラーニトロクロロベンゼン  

313  88－72－2   オルトーニトロトルエン  
314  98－95－3   ニトロベンゼン  
315  75－52－5   ニトロメタン   
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宰頻嘩号   ； 
打旛菱東キ 
藩衰軽挙物質 

316  75－15－0   二硫化炭素  
317  143－08－8  －－ノナノール（別名 ノルマルーノニルアルコール）  
318  25154－52－3  ノニルフェノール 

319 - - バナジウム化合物  

320  3618－72－2   
五’－［N・N－ビス（ニーアセテルオキシエチル）アミノ］－二′ －（ニーブ  

ロモー匹い六－ジニトロフエニルアゾ）一四′ －メトキシアセトアニリド   

二・四－ビス（エチルアミノ）一六－メチルチオーー・三■五－トリアジン  
321  1014－70－6  

322  101－90－6  －・三－ビス「（二・三一エポキシプロピル）オキシ1ベンゼン  

323  10380－28－6  ビス（八一キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅）  
三■六－ビス（ニークロロフェニル）－－・ニ・四・五－テトラジン（別名クロ  

324  74115－24－5        フェンチジン）   

325  782－74－1  －・ ニービス（ニークロロフェニル）ヒドラジン  

326  137－30－4  ビス（NtN－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム）  
ビス（N・N－ジメチルジチオカルバミン酸）N・N’－エチレンビス（チオカ  

327  64440－88－6        ルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）   

328  80－43－3   ビス（－－メチルーーーフエニルエチル）＝ペルオキシド  
S・S－ビス（－－メチルプロピル）＝○－エチル＝ホスホロジチオアート  

329  95465－99－9        （別名カズサホス）   

330  批素及びその無機化合物   ○   
331  302－0卜2  ヒドラジン  
332  99－76－3   四－ヒドロキシ安息香酸メチル  
333  103－90－2  N－（四－ヒドロキシフェニル）アセトアミド  
334  123－31－9  ヒドロキノン  

335  100－40－3  四－ビニルーーーシクロヘキセン  
336  100－69－6  ニービニルビリジン  
337  88－12－0   N－ビニルーニーピロリドン  
338  92－52t4   ビフェニル  
339  110－85－0  ピベラジン  
340  110－86－1  ビリジン  
341  120－80－9  ピロカテコール（別名カテコール）  
342  96－09－3   フェニルオキシラン  
343  100－63－0  フェニルヒドラジン  
344  90－43－7   ニーフェニルフェノール  

345  941－69－5  N－フェニルマレイミド  

346  フエニレンジアミン  

347  108－95－2  フェノール  

348  52645－53－1  三－フエノキシベンジル＝三－（二・ニージクロロビニル）－二・ニージメ  

チルシクロプロパンカルポキシラート（別名ペルメトリン）   

349  106－99－0  －・三－ブタジエン   ○   
350  131－17－9  フタル酸ジアリル  
351  84－66－2   フタル酸ジエチル  
352  84－74－2   フタル酸ジーノルマルーブテル  
353  117－81－7  ブタル酸ビス（ニーエチルヘキシル）  
354  85－68－7   フタル酸ノルマルーブテル＝ベンジル  

355  69327－76－0  ニーターシャリープチルイミノー三－イソブロピルー五－フエニルテトラヒ      ドロー四H－－・三・五一チアジアジンー四－オン（別名ブプロフ工ジン）   
N－ターシャリープチルーN′－（四一エチルベンゾイル）一三・五－ジメ  

356  112410－23－8        テルペンゾヒドラジド（別 

357  2426－08－6  ノルマルーブテルーニ・三－エポキシプロピルエーテル  

358  17804－35－2  N－【－－（N－ノルマルーブテルカルバモイル）－－H一ニーベンゾイミ  
ダゾリル1カルバミン酸メチル（別名ベノミル）   

359  128－37－0  二・六－ジーターシャリープチルー四－クレゾール  

プチル＝（R）一ニー［四－（四－シアノーニーフルオロフエノキシ）フェノ  

360  122008－85－9        キシ1プロピオナート（別名シハロホッププチル）   

361  80060－09－9   
一－ターシャリープチルー三－（二・六－ジイソブロピルー四－フエノキシ  

フェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）   

五－ターシャリープチルー三－（二■四－ジクロロー五－イソプロポキシ  
362  19666－30－9        フ工ニル）－－・三・四－オキサジアゾールーニ（三H）－オン（別名 オキ  

サジアゾン）   

ターシャリーブチル＝四－［［［（－・三－ジメチルー五－フエノキシー四－  

363  134098－61－6        ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ］メチル］ベンゾアート（別名フェンピロ  
キシメート）   
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挙号二・  七Ås番号   物質名  
醸定第⊥種 

指定化学物質   

364  75－9ト2   ターシャリープチル＝ヒドロペルオキシド  

ニー（四－ターシャリープチルフエノキシ）シクロヘキシル＝ニープロピニ  
365  2312－35－8        ル＝スルフィット（別名プロパルギット又はBPPS）   

366  96－76－4   二・四－ジーターシャリープチルフェノール  

367  89－72－5   オルトーセカンダリープチルフェノール  
368  98－54－4   四－ターシャリープチルフェノール  

ーターシャリープチルー五－（四－ターシャリープチルベンジルチオ）  
369  96489－7ト3        一四－クロロー三（二H）－ビリダジノン（別名ビリダベン）   

370  119168－77－3   
N－（四－ターシャリープチルベンジル）－四－クロロー三－エチルーー  

－メチルピラゾールー五一カルポキサミド（別名テブフェンピラド）   

371  95－31－8   N－（ターシャリープチル）一ニーベンゾチアゾールスルフェンアミド  
372  88－60－8   ーターシャリープチルー五－メチルフェノール  

373  25013－16－5   
ニーターシャリープチルー四－メトキシフエノール及び三－ターシャリー  

プチルー四－メトキシフ工ノールの混合物   

374  ふっ化水素及びその水溶性塩  
375  4170－30－3  ニーブテナール  

N－ブトキシメチルーニークロローニ′・六′ －ジエチルアセトアニリド  
376  23184－66－9         （別 

377  110－00－9  フラン  

N・N′ －プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名ブ  
378  12071－83－9         ロビネブ 

379  107－19－7  ニープロピンーーーオール  
380  353－59－3  ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロンーーニーー）  
381  75－27－4   ブロモジクロロメタン  
382  75－63－8   ブロモトリフルオロメタン（別名ハロンー一三○－）  

五－ブロモー三－セカンダリープチルー六－メチルーー・二・三・四－テ  
383  314－40－9        トラヒドロビリミジンーニー四－ジオン（別名 ブロマシル）   
384  106－94－5  一－ブロモプロパン  
385  75－26－3   ニーブロモプロパン   ○   
386  74－83－9   ブロモメタン（別名臭化メチル）  

ヘキサキス（ニーメチルーニーフエニルブロピル）ジスタノキサン（別名酸  
387  13356－08－6        化フェンブタスズ 

六・セリい九・－0・－0－ヘキサクロローー・五・五a・六・九・九a－ヘキ  
388  115－29－7        サヒドロー六・九－メタノーニ・四・三－ベンゾジオキサチエピン＝三－オ  

キシド（別名エンドスルフアン又はベンゾエビン）   

389  112－02－7  ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド  
390  124－09－4  ヘキサメテレンジアミン  
391  822－06－0  ヘキサメチレン＝ジイソシアネート  
392  110－54－3  ノルマルーヘキサン  
393  135－19－3  ベタナフトール  
394  1763－23－1  ヘブタデカフルオロオクタンーーースルホン酸（別名 PFOS）  
395  ベリリウム及びその化合物   ○   
396  ペルオキソニ硫酸の水溶性塩  
397  98－07－7   ベンジリジン＝トリクロリド   ○   
398  100－44－7  ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）  
399  100－52－7  ベンズアルデヒド  
400  71－43－2   ベンゼン   ○   
401  552－30－7  －・二・四－ベンゼントリカルボン酸－・ニー無水物  

ー（ニーベンゾチアゾリルオキシ）－N－メチルアセトアニリド（別名メ  
402  73250－68－7        フ工ナセット）   

403  119－61－9  ベンゾフェノン  
404  87－86－5   ペンタクロロフェノール  
405  まう素化合物  
406  1336－36－3  ポリ塩化ビフェニル（別名PCB）  

407  
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が一二  

から一五までのもの及びその混合物に限る∩）   

408  9036－19－5  ポリ（オキシエチレン）＝オクテルフエニルエーテル  
409  9004－82－4  ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム  
410  9016－45－9  ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフエニルエーテル  
411  50－00－0   ホルムアルデヒド   ○   
412  マンガン及びその化合物  
413  85－44－9   無水フタル酸  
414  108－31－6  無水マレイン酸  
415  79－41－4   メタクリル酸  
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，∴・ごGAS 亨∴＝．   イこ土砂質乳二、‡：二   
巨弾乗算≠錘 
濁定位学物賢  

416  688－84－6  メタクリル酸ニーエチルヘキシル  
417  106－91－2  メタクリル酸二・三一エポキシプロピル  
418  2867－47－2  メタクリル酸ニー（ジメチルアミノ）エチル  
419  97－88－1   メタクリル酸ノルマルーブテル  
420  80－62－6   メタクリル酸メチル  

421  89269－64－7   
（Z）一二′ －メチルアセトフエノン＝四・六－ジメチルーニービリミジニル  

ヒドラゾン（別名フェリムゾン）   

422  74－89－5   メチルアミン  
423  556－61－6  メチル＝イソテオシアネート  

N－メチルカルバミン酸ニーイソプロピルフエニル（別名イソプロカルブ又  
424  2631－40－5        はMIPC 

N－メチルカルバミン酸二■三－ジヒドローニーニージメチルーセーベンゾ  

425  1563－66－2        ［blフラニル（別名カルポフラン）   

426  63－25－2   N－メチルカルバミン酸一－ナプチル（別名カルバリル又はNAC）  
N－メチルカル／くミン酸ニーセカンダノープチルフエニル（別名フェノブカ  

427  3766－8ト2        ルブ又はBPMC 

メチル＝三－クロロー五－（四・六－ジメトキシーニービリミジニルカルバ  

428  100784－20－1        モイルスルファモイル）－－－メチルピラゾールー四一カルポキシラート  

（別名ハロスルフロンメチル）   

メチル＝（S）一セークロローニ・三・四a・五－テトラヒドローニー［メトキ  

429  173584－44－6  
シカルポニル（四－トリフルオロメトキシフェニル）カルバモイル］インデノ  

［－tニーe］［－・三・四］オキサジアジンー四声一カルポキシラート（別名  

インドキサカルブ）   

三－メチルーー■五－ジ（二・四－キシリル）－－・三・五－トリアザペンタ  

430  33089－61－1        －－・四－ジエン（別名アミトラズ）   
メチル＝（E）－ニー（ニー［六一（ニーシアノフエノキシ）ビリミジンー四－イ  

431  131860－33－8        ルオキシ］フエニルI一三－メトキシアクリラート（別名 アゾキシストロビ  

ン）   

432  144－54－7  N－メチルジチオカル／〈ミン酸（別名カーバム）  

433  23135－22－0   
メチルーN′・N′ －ジメチルーN－〔（メチルカルバモイル）オキシ〕一一  

－チオオキサムイミデート（別名 オキサミル）   
メチル＝ニー（四■六－ジメトキシーニービリミジニルオキシ）一六－［－  

434  136191－64－5        －（メトキシイミノ）エチル1ベンゾアート（別名ビリミノバッウメテル）   
435  98－83－9   アルファーメチルスチレン  

436  3268－49－3  三－メチルチオブロバナール  
437  メチルナフタレン  
438  108－99－6  三－メチルビリジン  
439  80－15－9   －－メチルーーーフエニルエチル＝ヒドロペルオキシド  
440  88－85－7   ニー（－－メチルプロピル）一四・六－ジニトロフェノール  

ニーメチルーN－［三－（－－メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミド（別  
441  55814－41－0        名メプロニル）   

S－メチルーN－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチミデート（別名メ  
442  16752－77－5        ソミル）   

443  25339－17－7  八一メチルノナンーーー オール  
メチル＝（E）－メトキシイミノーl（E）－アルファー［－－（アルファ・アル  

444  141517－21－7        プア・アルファートリプルオローメタートリル）エチリデンアミノオキシ］－オ  
ルトートリルlアセタート（別名トリプロキシストロビン）   

メチル＝（E）－メトキシイミノ［アルファー（オルトートリルオキシ）－オルト  

445  143390－89－0        ートリル1アセタート（別名 クレソキシムメチル）   

446  674－82－8  四－メテレンオキセタンーニーオン  
447  10ト77－9  四・四′ －メテレンジアニリン  
448  5124－30－1  メテレンビス（四・－－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート  
449  10ト68－8  メテレンビス（四・－－フエニレン）＝ジイソシアネート  

450  13684－63－4   
三－（メトキシカルポニルアミノ）フェニル＝≡∴－メチルカルバニラート（別  

名 フエンメディファム）   

N－（六－メトキシーニービリジル）－N一メチルチオカルバミン酸0一三  
451  88678－67－5        －タ疇シャリープチルフェニル（別名ビリプチカルブ）   

452  120－7ト8  ニーメトキシー五－メチルアニリン  
453  149－30－4  ニーメルカプトベンゾチアゾール  

455  95－32－9   454    モリブデン及びその化合物        ニー（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール  

456  110－91－8  モルホリン  
457  20859－73－8  りん化アルミニウム  
458  62－73－7   りん酸ジメチル＝二・ニージクロロビニル（別名ジクロルポス又はDDVP）  

．
－
 
 
 

】
 
 
－
 
 



番号  eAS番号 物質名  
療定常十種  

特定化学物質 
459  78－42－2   リん酸トリス（ニーエチルヘキシル）  

460  115－96－8  りん酸トリス（ニークロロエチル）  
461  1330－78－5  りん酸トリトリル  
462  115－86－6  りん酸トリフ工ニル  
463  126－73－8  リん酸トリーノルマルーブテル  

※「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。   
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別表3  

第二種指定化学物質の候補リスト  

香  CAS番号   物衰名  

60－35－5   アセトアミド   
2  104－94－9  パラーアニシジン   

五－アミノーーー（二・六－ジクロロー四一トリフルオロメテルフェニル）一四一エチルスル  
3  181587－01－9      フィニルーーH－ピラゾールー三一カルポニトリル（別名 エチブロール）   

4  61－82－5   三－アミノーーH－－・二・四－トリアゾール（別名アミトロール）   

5  6375－47－9  三′ －アミノー四′ －メトキシアセトアニリド   
6  93－15－2   四－アリルーー・ニージメトキシベンゼン   

7  68955－20－4   
アルキル硫酸エステルナトリウム（アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及び  
その混合物に限る。）   

8  5ト79－6   ウレタン   
9  103－69－5  N－エチルアニリン   

10  834－12－8   
ニーエチルアミノー四－イソブロピルアミノー六－メチルチオーー・三・五－トリアジン（別  

名アメトリン）   

Ⅳ  13684－56－5  エチル＝三－フェニルカルバモイルオキシカルバニラート（別名 デスメディファム）   

N－［三－（－一エチルーーーメチルプロピル）－－・ニーオキサゾールー五－イル］－二■  
12  82558－50－7      六－ジメトキシベンズアミド（別名 イソキサベン）   

13  2593－15－9  五－エトキシー三－トリクロロメテルーー■ニ・四－チアジアゾール（別名エクロメゾール）   
14  26447－14－3  一・ニーエポキシ一三一トリルオキシプロパン   

15  80－51－3   四1四′ －オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド   

16  107－20－0  クロロアセトアルデヒド   

（RS）－－－【三－クロロー四－（－・－・ニートリフルオローニートリプルオロメトキシ工ト  
17  116714－46－6      キシ）フェニル］一三－（ニ・六－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名 ノバルロン）   

（二S・四’R）－モークロローニ′・四・六－トリメトキシー四′ －メチルスピロ［ベンゾ［b］  

18  126－07－8       フランーニ（三H）一三′ 一（シクロヘキサーー′ －エン）］一三・六′ －ジオン（別名 グリ  

セオフルビン）   

19  90－13－1   －－クロロナブタレン   

20  140－11－4  酢酸ベンジル   

21  94－59－7   サフロール   
（S）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝（S）一ニー（四－クロロフエニル）－  

22  66230－04－4      三－メチルプチラート（別名  エスフェンバレレート）   

アルファーシアノー四－フルオロー三－フエノキシベンジル＝三－（二・ニージクロロビニ  

23  68359－37－5      ル）一二・ニージメチルシクロプロパンカルポキシラート（別名 シフルトリン）   

24  156－60－5  トランスーー・ニージクロロエチレン   

25  79－43－6   ジクロロ酢酸   
一一（三・五－ジクロローニ・四－ジフルオロフ工ニル）一三－（二・六－ジフルオロベンゾ  

26  83121－18－0  
イル）尿素（別名テフルベンズロン）   

27  118－52－5  －・三－ジクロロー五・五－ジメチルイミダゾリジンーニ・四－ジオン   

ニー［四－（二・四－ジクロローm－トルオイル）－－・三－ジメチルー五－ピラゾリルオキ  
28  82692－44－2      シ1一四一メチルアセトフ工ノン（別名ベンゾフエナツプ）   

29  611－06－3  二・四－ジクロローーーニトロベンゼン   

二・ニージクロローN－［ニーヒドロキシーーー（亡ドロキシメチル）一ニー（四一ニトロフエ  
30  56－75－7  

ニル）エチル1アセトアミド（別名クロラムフェニコール）   

N－（二・三－ジクロロー四－ヒドロキシフェニル）－－－メチルシクロヘキサンカルポキサ  
31  126833－17－8      ミド（別 

名 フエンヘキサミド）   

二・四′ －ジクロローアルファー（五－ビリミジニル）ベンズヒドリル＝アルコール（別名  
32  60168－88－9  

フェナリモル）   

ニー（二・四－ジクロロフ工ニル）一一－（－H－－・二・四一トリアゾールーーーイル）一二  
33  79983－71－4      －ヘキサノール（別名ヘキサコナゾール）   

34  120－36－5  （RS）一ニー（ニー四－ジクロロフエノキシ）プロピオン酸（別名 ジクロルプロップ）   

35  120－83－2  二・四－ジクロロフェノール   

36  96－23－1   －・三－ジクロローニープロパノール   

（RS）－－－［二・五－ジクロロー四－（－・－・ニー三・三・三一ヘキサフルオロブロボキ  
37  103055－07－8  

シ）フ工ニル］一三－（二・六－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名 ルフェヌロン）   
′  38  612－83－9  三・三  －ジクロロベンジジンニ塩酸塩   

ジナトリウム＝四－アミノ一三－【四′－（二・四－ジアミノフエニルアゾ）－－・－′－ビ  

39  1937－二37－7      フェニルー四－イルアゾ］一五－ヒドロキシー六－フェニルアゾーニ■モーナフタレンジス  

ルホナート（別名CIダイレクトブラック三十八）   

ジナトリウム＝八一（三■三′－ジメチルー四′ －［四－［（p－トリル）スルホニルオキシ］  

40  6459－94－5       フェニルアゾ］－－・－′ －ビフェニルー四－イルアゾ）一セーヒドロキシーー・三－ナフタ  

レンジスルホナート（別名CIアシッドレッド百十四）   
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倭号三；  ▲ …濫   働裳沓 

41  97－02－9   ニ■四－ジニトロアニリン   

42  ジニトロナフタレン   
43  99－65－0   メタージニトロベンゼン   

44  51－52－5   
二・三－ジヒドロー六－プロピルーニーチオキソー四（一日）－ビリミジノン（別名プロピル  

チオウラシル）   

45  106－93－4  ニージプロモエタン（別名EDB又は二臭化エチレン）   

46  110－52－1  －・四－ジプロモブタン   
47  96－13－9   ・－ 二三ジプロモーーープロパノール   

48  109－64－8  一・三－ジプロモプロパン   
49  103－50－4  ジベンジルエーテル   
50  87－59－2   ■－ 二三ジメチルアニリン   

［四－［アルファー［四－（ジメチルアミノ）フエニル］ベンジリデン］シクロヘキサーニ・五－ジ  
51  569－64－2      エンーーーイリデン］ジメチルアンモニウムクロライド（別名 マラカイトグリーン）   

52  79－44－7   ジメチルカルバモイル＝クロリド   

53  376卜41－9   
0・○－ジメチルー○－（三－メチルー四－メチルスルフィニルフェニル）－チオホスフエイト  

（別名 メスルフェンホス）   

54  59536－65－1  臭素化ビフェニル（臭素数がこから五までのもの及びその混合物に限る。）   

55  148－79－8  ニー（チアゾールー四′ －イル）ベンズイミダゾール   
56  62－55－5   チオアセトアミド   
57  21564－17－0  ニー（チオシアナートメチルチオ）－－・三－ベンゾチアゾール   

58  119－12－0   
チオりん酸○・○－ジエチルー○－（六－オキソーーーフエニルーー・六－ジヒドロー三－  

ビリダジニル）（別名ビリダフエンチオン）   

59  5598－13－0   
チオりん酸○一三一五・六－トリクロローニービリジルー010－ジメチル（別名クロルピリ  

ホスメチル）   

60  79－34－5   二・ニーテトラクロロエタン   
テトラナトリウム＝三・三′－［（三・三′ －ジメトキシー四■四′ －ビフェニリレン）ビス（ア  

61  2429－74－5        ゾ）］ビス（五－アミノー四－ヒドロキシーニ・セーナフタレンジスルホナート）（別名CIダイレ  
クトブルー十五）   

62  558－13－4  テトラブロモメタン   

63  84－15－1   オルトーテルフ工ニル   
64  72－43－5   －・－・一一 トリクロローニ・ニービス（四－メトキシフェニル）エタン（別名 メトキシクロル）   

65  14484－64－1  トリス（N■N－ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名 ファーバム）   

66  75－25－2   トリブロモメタン（別名ブロモホルム）   

ナトリウム＝三－（N－［四－［（四－［ジメチルアミノ］フエニル）（四－［N－エチル［（三－ス  

67  1694－09－3  
ルホナトフエニル）メチル］アミノ］フェニル）メテレン］一二■五－シクロヘキサジエンーーー  

イリデン］－N一エチルアンモニオ）ベンゼンスルホナート（別名CIアシッドバイオレット四十  

九）   

68  132－27－4  ナトリウム＝－・－′ －ビフェニルーニーオラート   
69  99－09－2   メターニトロアニリン   

70  99－55－8   五－ニトローオルトートルイジン   

71  86－30－6   N－ニトロソジフェニルアミン   

72  99－08－1   メターニトロトルエン   

73  100－02－7  パラーニトロフェノール   

74  12174－11－7  パリゴルスカイト（別名 アタパルジャイト）   
・－ 

75  77－09－8   
三三ビス（四－ヒドロキシフエニル）－－・三一ジヒドロイソベンゾフランーーーオン（別  

名 フェノールフタレイン）   

76  553－26－4  四・四′ －ビビリジル   
－－（四－ビフ工こリルオキシ）一三・三－ジメチルーーー（－H－－・二■四－トリアゾー  

77  55179－31－2      ルーーーイル）一ニーブタノール（別名ビテルタノール）   

78  156－43－4  パラーフェネチジン   

79  84－61－7   フタル酸ジシクロヘキシル   

80  1120－71－4  －・三－プロバンスルトン   

81  67747－09－5   
N－プロピルーN－［ニー（二・四■六一トリクロロフエノキシ）エチル】イミダゾールーーーカ  
ルポキサミド（別名プロクロラズ）   

82  106－95－6  三－ブロモーーープロペン（別名 臭化アリル）   

83  67－72－1   ヘキサクロロエタン   

84  77－47－4   ヘキサクロロシクロペンタジエン   
－一四・五・六・七・セーヘキサクロロビシクロ［ニー二・－］－五－ヘプテンーニ・三－ジカル  

85  115－28－6      ボン酸（別名クロレンド酸）   

86  57－09－0   ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝ブロミド   
五－ベンジル一三－フリルメチル＝（－RS）－シスートランスーニ・ニージメチル一三－  

87  10453－86－8  
（ニーメチルプロパーーー エニル）シクロプロパンカルポキシラート（別名 レスメトリン）   
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C（S番号   物質名 

88  106－51－4  パラーベンゾキノン   

89  82－68－8   ペンタクロロニトロベンゼン（別名キントゼン又はPCNB）   

90  3825－26－1  ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム   
91  100－61－8  N－メチルアニリン   
92  2439－01－2  六－メチルーー・三－ジチオロ「四・五－blキノキサリンーニーオン   

93  60－34－4   メチルヒドラジン   
ニーメチルーー・－′  －ビフェニル一三－イルメチル＝（Z）一三－（ニークロロー三・三・  

94  82657－04－3       三－トリフルオローーープロペニル）－二・ニージメチルシクロプロパンカルポキシラート  
（別名ビフエントリン）   

95  10605－21－7  メチル＝ベンズイミダゾールーニーイルカルバマート（別名 カルベンダジム）   
96  101－61－1   四・四′ －メテレンビス（NtN－ジメチルアニリン）   

97  6864－37－5  四・四′ －メテレンビス（ニーメチルシクロヘキサンアミン）   

98  10034－93－2  硫酸ヒドラジン   

99  1241－94－7  りん酸ニーエチルヘキシル＝ジフェニル   

100  2528－36－1  りん酸ジーノルマルーブテル＝フェニル   

※「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。  
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（参考資料）  

PRTR及びMSDS対象化学物質の選定基準の詳細   

今回の化管法対象物質の具体的な選定基準は、一部の選定方法の詳細について合同会合における議論  

等を踏まえて捕正したLで、前回答申のものを引き続き採用した。今回の化管法対象物質の見直しにお  

ける有害性・ばく露情報の選定基準の詳細は以下のとおり（下線部は、選定基準の時点修正及び前回答  

申で記載していない事碩の明確化等を行ったものを示す）。  

1．有害性の範囲   

前回答申における選定基準を引き続き採用し、－一部の選定基準の時点修正及び選定基準の詳細の明確  

化等を行った（ニ  

発がん性  

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス1、2の判定に用いた情報は表1のとおりである。  

表1．発がん性の分類  

クテス   評価方法   IAR（〕  EPA  EU   NTP   ACG担   日産衛   

ヒト発がん性あり  1   A、鎚堕、  墜   Al   

（1機関以上）  墜   

2   ヒト発がん性の疑い  2   旦   A2、A3  2A、2B   

が強い（lARCで2A  土  

又は2B又は複数機  

関）   

前回答申と同様にIARCを優先的な情報源とし、IARCで2A、2Bとされたものは、他の機関が「ヒ  

ト発がん性の疑いが強い」と評価していない場合でもクラス2とした。また、EPA、NTPにおけるク  

ラスの記載方法の変更に伴い、クラス1にEPAのCaH、Kを追加し、NTPの1をK  に修正  した。さ  

らに、クラス2にmのLを追加し、NTPの2をRに修正した。このほか、IARCのドラフト版は情  

報源として不採用とした。  

＜参考：EPA及びNTPで追加されたランクの定義＞   

EPA   

ヒト発がん性である  

と 卜発がん性が知られている  

ヒト発がん性である可能惟が高い  

CaH   

K  

L   

NTP   

K  

R  

ヒトに対して発がん性があることが知られている物質  

合理的にヒト発がん性があることが懸念される物質   



変異原性   

前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、具体的にクラス1の判定  

に用いた情報は表2のとおりである。  

表2．変異原性の分類  

変薬園性   

（1）  invivo試験において陽性であるもの。   

（2）  細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が1000rev／mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞  

を用いる染色体異常試験が陽性であるもの。   

（3）  ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0．01mg／ml以下であり、かつ、細菌を用い  

る復帰突然変異試験が陽性であるもの。   

（4）  細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が100rev／mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞  

を用いる染色体異常試験のD2D値が0．1mg／ml以下であるもの。なお、気体または揮発性物質  

については低濃度において陽性を示すもの。   

（5）  異なるエンドポイント（遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、DNA損傷性）をみる血vitro  

試験のいくつかにおいて明確に（低濃度での陽性や多数の試験での陽性など）陽性の結果が得  

られている等により、（1）～（4）と同程度以上の変異原性を有すると認められるもの。  

前回答申と同様に、invivo試験が陽性の場合はこれを採用し、また、陰性の場合でも、表2の（2）、  

（3）、（4）に該当する場合は、クラス1とした。ただし、ビスフェノールA型エポキシ樹脂は、個別物  

質に対する指摘に基づき、クラス外に修正した。また、invivo試験が陰性の場合は、表2些」廷）に該  

当しても原則としてクラス外とした。  

経口慢性毒性   

前回答申、GHS危険有害性分類事業のPriority－1、2及び食品安全委員会評価書、JMPR、JECFA  

の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表3のとおりである。  

表3．経口慢性毒性の分類  

ク矛ネ   中  

水嚢拳準値珊鱒q．、  Sl峯 譲葉 

癒血∴自本） 

（魂呵 如亘EL餌（兜ち巨   ‥ゆL（L（亘0 ADI 

1血g／短桓亘カ （mg／kg／血カ   （血宮年少da吏）   

1   0．001以下   0．01以下  0．1以下   0．0001以下   

2   0．01以下   0，1以下  1以下   0．001以下   

3   0，1以下   0．01以下  

NOAEL（NOEL）及びLOAEL（LOEL）については、原則として投与期間1年以上の試験結果を用し、た。  

なお、前回答申において1年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採  

用した。さらに、前回答申と同様に、WHO水道水質ガイドライン、EI？A水質クライテリア及び日本の  

2   



水質汚濁にかかる環境基準値と要監視項目指針値を優先的な情報源としているが、十分信頼できる  

NOAEL等が確認された場合、これらの情報も採用した。  

吸入慢性毒性   

前回答申及びCIIS危険右有性分類事業のPTiority－1、2の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3  

の判定に用いた情幸鋸ま表4のとおりである。  

表4．吸入慢性毒性の分類  

クラス   吸入慢性毒性  

大気基準   IRIS等 

（鱒g／m3）   NOAEL（NbELト   LOAEL（LOEL） 

（mg／担3）   （mg／血3）   

1   0．001以下   0．1以下   1以下   

2   0．01以下   1以下   10以下   

3   0．1以下   10以下   100以下  

NOAEL（NOEL）及びLOAEL（LOEL）については、原則として投与期間1年以上の試験結果を用いた。  

なお、前回答申において1年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採  

用した。さらiこ、前回答申と同様に、WHO欧州地域事務局大気質ガイドライン及び日本の大気汚染に  

係る環境基準値を優先的な情報源としているが、十分信頼できるNOAEL等が確認された場合、これら  

の情報も採用した。  

作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性  

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表5のとおりである。  

表5．作業環境許容濃度の分類  

クラス   ACGIHまたは日本産業衛生学会（身性毒性を除く）  

TWA（mg／m3）（気体または琴気）   TWA（mg／m3）（粒子状物質等）   

0．1以下   0．01以下   

2   1以下   0．1以下   

3   10以下   l以下   

急性毒性に該当するため除外する物質の選定基準を、眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等に症状が  

限定されるものとして明確化した。また、前回答申では急性と判断しなかったが、今回の合同会合での  

審議に際し情報を精査した上で急性と判断した物質については、当該データを採用しなかった。   

ACGIHのTWAでは、気体または蒸気は、ppmで決められているため、ppm単位の許容濃度が設定  

されている物質を気体と判定した。   

日本産業衛生学会の作業環境許容濃度では、気体／粒子の判定は、有機物質に関しては、蒸気圧が  

0．01mmHg（1．3Pa）以上で気体と判定した（ただし、テトラヒドロメチル無水フタル酸は、蒸気圧が  
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0．003mmHgであるが、Ppm単位の許容濃度が設定されているため気体と判定した）。無機物質に関し  

ては、pPm単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した（ただし、水銀蒸気は、I）pm単位  

の許容濃度が設定されてないが、その名称から気体と判定した）。   

ppmからmg／m3の換算は、ACGIHに記載されている次式に従って計算した。  

1気圧、25℃において、1ppm＝（分子量／24．45）mg／m3   

なお、石綿はACGIHのTWA及び日本産業衛生学会でppm、mg／m3で作業環境が規定されていない  

が、前回答申において、ACGIHで0．1f／ccとされていることからクラス2と判定しており、今回の検討  

でもその判定を踏襲した。 

生殖発生毒性   

EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EUリスク警句がR60～R63に  

分類される物質に対して、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、  

根拠となる定量的データがある場合、判定に用いた。具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表  

6のとおりである。なお、EUリスク警句R64は、前回答申と同様、判定には用いなかった。   

以上より、生殖発生毒性の分類は表6のとおりである。  

表6．生殖発生毒性の分類  

クチ孝さ  甲サ束ク肇針二〈凍鍵をな車重垂車≒   費頑固基凌貪）  

輩準機能を嶺なフ  胎児樗吾を及鱒㌢ 

1   Repr．カテゴリー1（R60）  Repr．カテゴリー1（R61）   

2   Repr．カテゴリー2（R60）  Repr．カテゴリー2（R61）   

3   Repr．カテゴリー3（R62）  Repr．カテゴリー3（R63）   

感作性   

日本産業衛生学会の気道感作性第1群及び第2群の物質をクラス1と判定した。また、EUの危険な  

物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EUリスク警句がR42に分類される物質に対し  

て、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、根拠となるデータがあ  

る場合、クラス1と判定した。さらに、ACGIHのTIN表中にSENまたはSensitizationと表示され  

る物質に対して、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、根拠とな  

るデータがある場合、クラス1と判定した。   

以上より、感作性の分類は表7のとおりである。  

表7．感作性の分類  

自本産業衛生学会の   ACdIH（根拠となるデュタがあ  EUリスク警句（鱒準となるデ⊥   

牒道嘩作性物質   る場合）   タがある場合）   

第1群及び第2群   SEN、Sensitization表示   R42指定物質  



生態毒性   

OECDテストガイドライン（以下、「OECDTG」という。）に合致する試験結果が国際的に蓄積され  
てきたことを踏まえ、前［可答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源のうち、生物種、  

エンドポイント、は御許いた。なお、  

前回答申時と同様に、ばく露時間等がOE（二DTGで基本とする条件に合致する試験結果がない場合には、  

ばく露時間がOECDTGより短い試験結果を引き続き用いた。具体的に判定に用いた試験結果の概要は  

表8のとおりである。   

また、OECDTGの推奨種を用いているか、GLPの有無の確認の下、毒性ランクが同じであれば、毒  

性値の大小によらず、信頼性に関するより豊富な情報が得られているものを優先的に用いた。   

なお、Priorityl、2の情報源の両方に試験結果がある場合には、毒性値の大小によらず、Pr川rityl  

の試験結果を優先的に採用した。   

以上より、生態毒性の分類は表9のとおりである。  

表8．生態毒性の判定に用いた試験結果の概要  

急性払（E）C50）   慢性（NOEC）   

藻類   72時間を基本とするが、それ以下も用  72時間（96時間も対象としていたが、  

いた（OECDTG：201に基づく）   結果的になし）（OECDTG：201を参  

照して設定）   

ミジンコ   48時間を基本とするが、それ以下も用  21日間を基本とするが、それ以下も用   

※他の甲殻  いた（OECDTG：211に基づく）   

類は不採用   

魚類   96時間を基本とするが、それ以下も用  28日間を基本とするが、それ以外の時  

いた（OECDTG：203に基づく）   間の結果も用いた（14日～180日）  

（OECDT（ユ：204、210を参照して設  

定）渠   

※ 魚類の慢性毒性については、OECDT（1がないため、判定に用いる試験結果は、試験時間に幅を持たせて判定に用  

いた。  

表9．生態毒性の分類  

クラス   NOEC   L（E）C50   EUリヌク警句（根拠となる  

データがある場合）   

0．1mg／1以下   1mg／1以下   R50   

2   1mg／1以F   10mg／1以下   R61  

難水溶惟物質（水溶解度が目安として概ね1mg／L以Fの物質）については、毒性値と水溶解度との  

比が概ね3倍程度を超える試験結果は、信頼性に懸念があると考えられることから、判定に用いなかっ  

た√、また、界面活性作用のある分散剤、乳化剤を使用した試験結果は、助剤の影響が懸念されるため、  

判定に用いなかった「。ただし、前回答申時と同様に、水混和性溶剤を使用した試験結果はOECDTGで  

使用が認められているため、引き続き判定に用いた。このほか、水溶解度の試験結果は実測値を用いる  

ものとし、実測値がない場合には、溶解度の目安として推定値を参照したl二  
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揮発性物質については、難水溶性物質と同様に、毒性値と水溶解度との比が概ね3倍程度を超える試  

験結果は、信頼性に懸念があると考えられ、判定に用いなかった。また、揮発性物質のうち明らかに環  

境中に継続して存することはないと判断される物質はクラス外とした。   

加水分解・光分解及び生分解性物質（半減期が目安として概ね1日以下（25℃、pH＝7）の物質）に  

ついては、前回答申時と同様に、分解性物質について、分解生成物の毒性が選定基準に合致しない場合  

は対象外とした。また、前回答申時と同様に、試験結果について、親物質又は分解生成物のどちらの毒  

性による影響であるかを確認し、分解生成物の毒性である場合には、親物質そのものの毒性ではなく加  

水分解生成物によるものであることを明確にし、親化合物を対象物質とした。  

オゾン層破壊物質  

モントリオール議定書の規定に即して国際的に合意されたオゾン層破壊物質を対象物質とした。  

2．「相当広範な地域の環境での（将来の）継続的な存在」についての判断基準   

一般環境での検出状況による判断基準は、前回答申と同様に一定の枠組みの中で管理されて行われて  

いるモニタリングデータを用いるものとし、引き続き「化学物質環境汚染実態調査」等を用いた。なお、  

モニタリングの検出媒体（水質、大気、原質筆）と、当該物質の有害性情報のユニ／ドポイこ／トが「致し  

ていない場合、御用いなかった。具体的には、大気で検出されているがエ  

ンドポイントが経口慢性毒性又は生態毒性のみとなっている物質について、モニタリング結果は判定に  

用いなかった。   

製造・輸入量による判断基準は、前回答申と同様に、公式統計や経済産業省の調査等を用いて第一種  

指定化学物質及び第二種指定化学物質を判定した。   



＜参考：前回答申の選定方法の詳細からの補正事項＞  

前回答申での選定方法   今回の見直しにおける選定方法   

発がん  クラス1はEI？AでA、NTPで1を、クラ  EPA、NTPにおけるクラスの記載方法の変更に   

性   ス2はEPAでBl、B2、NTPで2を判定  伴い、クラス1にEPAのCaH、Kを追加し、NTP  

に用ィ′、た。   の1をKに修正したL二また、クラス2にEPA（7）  

Lを追加し、NTPの2をRに修正した。   

変異原  表2の（5）に該当したものを、iIlVivo試  invivo試験が陰性の場合は、表2の（5）に該当   

性   験結果と無関係にすべてクラス1と判定  

した。）   

経口慢  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

性毒性  NOAEL（NOEL）及びI」OAEL（LOEL）について  

は、原則として投与期間1年以上の試験結果を用  

いた。   

吸入慢  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

性毒性  NOAEL（NOEL）及びI」OAEL（LOEL）について  

は、原則として投与期間1年以上の試験結果を用  

いた。   

作業環  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

境許容  急性毒性に該当するため除外する物質の選定基   

濃度か  準を、眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等に症   

ら得ら  状が限定されるものとして明確化した。   

れる吸  

入慢性  

毒性  

生態毒  生物種、エンドポイント、ばく露時間等が  OECDT（ユに合致する試験結果が国際的に蓄積さ   

性   OECD以外のテストガイドラインに合致  れてきたことを踏まえ、生物種、エンドポイント、  

する試験結果も採用した。   ばく露時間等がOECDTGに合致する試験結果  

のみを用いた。   

ー一般環  モニタリングの検出媒体（水質、大気、底  モニタリングの検出媒体と、当該物質の有害性情   

境での  質等：）と当該物質の有害性情報のエンドポ  報のエンドポイントが一一致していない場合、当該   

検出状  

況によ  

る判断  

基準   




